


「産地表示」に係る調査報告書 

 

日 程：平成２９年８月４日（金） 

場 所：兵庫県庁 

出席者： 兵庫県農政環境部農政企画局消費流通課副課長 永田学、同主幹 上原和久、

同主任 上野雅子、恒田正美、木戸貞一 

 

■調査の目的 

  篠山市で進められている市名変更について、市名変更の必要性として、丹波市が発足

し、丹波篠山という名称がどこを指すのか曖昧になったということが公に語られてい

る。そして、その事例のひとつとして、食品の一括表示における産地表示において、

県の指導により丹波篠山産という表記が今後使えなくなる恐れがあるということが語

られている。 

  高志会では、これまで、産地表示について、国や他県の状況を調査し、産地表示の考

え方について調査を行ってきた。 

  今回、兵庫県が産地表示に対してどのような考え方で取り組んでいるのかを調査し、

これらの問題の本質について考えることを調査の目的とする。 

 

■調査の内容 

 ・調査は、県担当課より聞き取りを行った。（別添資料参照） 

   

■考察 

  聞き取りにより、下記事項が分かった。 

  ●国は、食品表示基準において、農産物の原産地について、国産品に当たっては都道

府県名を表示するとある。そして、ただしということで、一般に知られている地名

をもってこれに代えることができると定めている。一般に知られている地名は下記

の通りとされている。 

① 郡名（例 秩父郡） 

② 島名（例 屋久島） 

③ 一般に知られている旧国名（例 丹波 土佐 等） 

④ 一般に知られている旧国名の別称（例 信州 甲州 等） 

⑤ その他一般に知られている地名（例 房総（地域名）） 

  ●しかし、兵庫県では、一般的に知られている地名であっても、地図上で明確な領域



がない限り、使用しないように指導（ここでいう指導とは行政指導のことではない。

行政用語的には啓発であるが、わかりやすいように指導とする）しているというこ

とであった。 

  ●つまり、基本的に一般に知られている地名を使用するという事は望ましくないとい

う方針であった。 

  ●基本は、都道府県名および市町名を用いるように指導しているということで、丹波

篠山は地図上に明記がないため相談があれば、市町名「兵庫県篠山市産」を用いる

ように指導しているとのことであった。 

  ●この方針は、従来から変更なく、これまで通りであるとのことで、記録が残ってい

るところでは平成２０年以降、同様の指導をしてきているとのことであった。 

  ●では、丹波篠山について、丹波市が発足したことにより地域が特定できなくなった

のかという質問をしたところ、丹波市の発足は関係なく、地図上で区域を特定でき

ないためである。丹波篠山が旧篠山町だけなのか篠山市全体を指すのか、または全

く違う地域を指しているのかも分からない。旧西紀町を指しているかもしれないし、

篠山という名前はあるが、全く他の地域を指しているかもしれないということであ

った。 

  ●つまり、県の方針としては、あくまで産地表示は地図上で区域を特定できるものに

限るように指導しており、そもそも、丹波篠山という表記が良いということはこれ

までもなかったということであった。 

  ●さらに、国が一般に知られる地名について、丹波を事例にあげているが、旧国名の

丹波がどこからどこまでを指すのかは特定が困難であり、この事例自体が望ましく

という事を国に言っているということであった。 

  ●以上から、兵庫県の方針では、丹波産という表記も望ましくないと指導するという

事であった。丹波市が丹波産と表記することも望ましくないということであった。 

  ●市町名以外で使用できる、使用している事例としては淡路島があるということで、

島は範囲が特定できるため使用が可能という見解であった。 

  ●一方で、高志会では、これに先立ち、岐阜県の産地表示の状況を調査したが、岐阜

県では、飛騨地方全体で飛騨産という表記を認めており、県により基準のあり方が

違うことが分かった。 

  ●兵庫県では、旧国名の使用も望ましくなく、あくまで、産地表示は「農産物の原産

地について、国産品に当たっては都道府県名を表示する。」を原則として、その他は

地図上で領域がわかるものに限って使用が可能としているということであった。 

  ●また、今回の見解は、あくまでも一括表示の枠内に限ってのものであることが確認

できた。枠外に、丹波篠山産と記載するのは基本的に問題ないが、担当が違うので

回答はできないということであった。 

  ●今回の調査から分かったことは、産地表示について、丹波篠山産と表示できないと



いう問題は、丹波篠山の名称が指す地域が年々曖昧になっているということではな

く、これまでから使用は望ましくないとされていたということである。 

  ●国は、一般に知られている地名は使用できるという考え方であるが、兵庫県では、

国が使用可能とする旧国名を用いた「丹波産」についても望ましくないとしており、

国と実際に指導する県の間で見解に齟齬があるのは望ましい状況ではないと考える。 

  ●これまで、産地表示について、国、県と調査してわかったことは、指導や法的解釈

はこれまでから何も変わっていないということである。今、篠山市で話題となって

いる「丹波市が発足したことで丹波篠山がどこを指すのかわからなくなってきた」

という事は、少なくとも産地表示には関係がないとこが確認できた。 

   

 




